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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワークの穴に挿入されて穴の内周面をグリップ可能な環状のグリップ部材と、このグリ
ップ部材に内嵌係合させたテーパ軸部を有するクランプロッドと、前記グリップ部材とク
ランプロッドとを軸心方向へ退入駆動可能な流体圧シリンダとを有するクランプ装置にお
いて、
　前記グリップ部材とクランプロッドと流体圧シリンダとが付設される上部本体部材及び
下部本体部材と、
　前記上部本体部材に形成されワークを着座させる着座面と、
　前記グリップ部材が進出位置にあるときに前記着座面よりも進出側の位置でワークを受
け止め可能に前記グリップ部材に形成されたワーク搭載面とを備え、
　前記流体圧シリンダは、シリンダ穴と、このシリンダ穴に装着され且つ前記クランプロ
ッドに連結されたピストン部材と、前記シリンダ穴内に形成されたクランプ用流体室及び
アンクランプ用流体室とを備え、
　前記グリップ部材とクランプロッドは前記流体圧シリンダの軸心と直交方向へ一体的に
移動可能に構成され、
　前記グリップ部材の退入側におけるクランプロッドの外周外側に、前記軸心と直交方向
へ動かない環状部をクランプロッドが前記軸心と直交方向へ移動可能な隙間を空けて設け
るとともに、
　前記環状部とクランプロッド間に装着されて、前記グリップ部材とクランプロッドの軸
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心を前記流体圧シリンダの軸心に一致させるように、クランプロッドを前記軸心と直交方
向へ弾性付勢する弾性リング部材を設けたことを特徴とするクランプ装置。
【請求項２】
　前記着座面に開口された着座センサ用加圧エア噴出孔を設けたことを特徴とする請求項
１に記載のクランプ装置。
【請求項３】
　前記グリップ部材は、前記ワーク搭載面を形成する環状鍔部と、この環状鍔部から外側
へ延びるグリップ爪部と、この環状鍔部に対してグリップ爪部と反対側に形成された基端
鍔部とを備え、グリップ部材は周方向に等間隔に複数位置で分割された複数のグリップ分
割体からなることを特徴とする請求項１又は２に記載のクランプ装置。
【請求項４】
　前記グリップ部材の環状鍔部の外周面に摺接して、前記グリップ部材とクランプロッド
の軸心を前記流体圧シリンダの軸心に一致させるように、グリップ部材を前記軸心と直交
方向へ弾性付勢する弾性材料製のスクレーパを設けたことを特徴とする請求項３に記載の
クランプ装置。
【請求項５】
　前記流体圧シリンダは、クランプ時には前記クランプロッドを退入方向へ駆動し且つク
ランプ解除時にはクランプロッドを進出方向へ駆動するように構成され、
　前記クランプ解除時に前記グリップ部材の複数のグリップ分割体をクランプロッドに接
近させた縮径状態に集合させる縮径機構を設けたことを特徴とする請求項３に記載のクラ
ンプ装置。
【請求項６】
　前記縮径機構は、前記グリップ部材の基端部に下方程小径化するように形成されたテー
パ面と、このテーパ面に下方から係合可能にクランプロッドに形成され且つ上方程大径化
したテーパ係合部とを備えたことを特徴とする請求項５に記載のクランプ装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、クランプ装置、特にワークの穴にグリップ部材のグリップ爪を係合させて着
座面の方へ引き付けることでワークをクランプするクランプ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ワークの全面に亙って機械加工するような場合には、ワークの端部を上方から押圧具で
押圧する形式のクランプ装置を採用することができないため、上記のようなクランプ装置
（所謂、ホールクランプ装置）が採用される。このクランプ装置では、本体部材にクラン
プ対象のワークを着座させる着座面が形成され、ワーク投入時にワークを着座面に搭載し
て支持し、ワークの穴にグリップ部材と、このグリップ部材に挿入されたテーパ軸部を有
するクランプロッドを挿入し、クランプロッドを着座面側へ引き付けることで、テーパ軸
部によりグリップ爪を拡径させて穴の内周面に係合させてから、そのグリップ部材を更に
着座面側へ引き付けることで、ワークを着座面に固定する。
【０００３】
　特許文献１，２には、上記のようなクランプ装置が開示されている。
　特に、特許文献１に記載されたクランプ装置では、ワークの穴の位置のバラツキに対処
するために、グリップ部材と、テーパ軸部を有するクランプロッドを軸心と直交方向へ可
動に構成し、ワークの穴の位置が本来の正規の位置から多少ズレている場合にも、確実に
クランプ可能に構成してある。
【０００４】
　ところで、一般にクランプ装置でワークを固定した際に所期の着座面に正しく着座した
状態で固定されたのか否かを検出するために、クランプ装置の着座面に着座センサを設け
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ることが多い。この着座センサは、着座面に開口する加圧エア噴出孔と、この加圧エア噴
出孔に加圧エアを供給するエア供給路と、このエア供給路内のエア圧が所定圧以上に上昇
したことを検出する圧力スイッチ等で構成されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特許第３５５００１０号公報
【特許文献２】ドイツ特許第４０２０９８１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　前記のクランプ装置に、ワークを受け止める着座面と着座センサを設けた場合に、ワー
クを投入して着座面に着座させると、着座センサの加圧エア噴出孔がワークの壁面で閉じ
られ、ワークを固定するクランプ動作が完了してないにも関わらず、着座センサがワーク
の着座を検出してしまい、ワークのクランプ動作が完了したと誤判断するという問題があ
った。
【０００７】
　さらに、特許文献１のクランプ装置では、ワークの穴の位置が正規位置から多少ズレて
いる場合にもクランプ可能にするため、グリップ部材と、テーパ軸部を有するクランプロ
ッドを軸心と直交方向へ可動に構成してある。しかし、グリップ部材とクランプロッドが
軸心と直交方向へ移動してクランプ作動し、その後アンクランプ状態になったとき、グリ
ップ部材とクランプロッドを正規の原位置（中心位置）へ復帰させる機構が設けられてい
ないので、グリップ部材とクランプロッドを手動にて原位置へ復帰させる煩雑な作業が必
要であり、その復帰作業を省略して放置すると、グリップ部材とクランプロッドをワーク
の穴へ挿入しにくくなり、ワークを固定する作業能率が低下する。
【０００８】
　他方、上述のとおり、ホールクランプ装置でワークをクランプする際、ワークの穴にグ
リップ部材とクランプロッドが挿入され、クランプ時にはグリップ部材のグリップ爪を拡
径させる関係上、アンクランプ時にはグリップ部材のグリップ爪をＯリング等の付勢力で
縮径させる。しかし、グリップ爪がワークの穴の内面に噛みついたような場合、Ｏリング
による付勢力だけではグリップ爪を確実に縮径させることができないという問題がある。
【０００９】
　本発明の目的は、ワーク投入直後はグリップ部材に形成したワーク搭載面でワークを支
持し、クランプ時に着座面に着座させるようにしたクランプ装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　請求項１のクランプ装置は、ワークの穴に挿入されて穴の内周面をグリップ可能な環状
のグリップ部材と、このグリップ部材に内嵌係合させたテーパ軸部を有するクランプロッ
ドと、前記グリップ部材とクランプロッドとを軸心方向へ退入駆動可能な流体圧シリンダ
とを有するクランプ装置において、前記グリップ部材とクランプロッドと流体圧シリンダ
とが付設される上部本体部材及び下部本体部材と、前記上部本体部材に形成されワークを
着座させる着座面と、前記グリップ部材が進出位置にあるときに前記着座面よりも進出側
の位置でワークを受け止め可能に前記グリップ部材に形成されたワーク搭載面とを備え、
前記流体圧シリンダは、シリンダ穴と、このシリンダ穴に装着され且つ前記クランプロッ
ドに連結されたピストン部材と、前記シリンダ穴内に形成されたクランプ用流体室及びア
ンクランプ用流体室とを備え、前記グリップ部材とクランプロッドは前記流体圧シリンダ
の軸心と直交方向へ一体的に移動可能に構成され、前記グリップ部材の退入側におけるク
ランプロッドの外周外側に、前記軸心と直交方向へ動かない環状部をクランプロッドが前
記軸心と直交方向へ移動可能な隙間を空けて設けるとともに、前記環状部とクランプロッ
ド間に装着されて、前記グリップ部材とクランプロッドの軸心を前記流体圧シリンダの軸
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心に一致させるように、クランプロッドを前記軸心と直交方向へ弾性付勢する弾性リング
部材を設けたことを特徴としている。
　請求項１のクランプ装置では、アンクランプ状態においてクランプ対象のワークを投入
すると、ワークは進出側位置にあるグリップ部材のワーク搭載面に支持される。その状態
から流体圧シリンダによりグリップ部材とクランプロッドとをワークを着座させる方向へ
駆動すると、グリップ部材が後退移動して、ワークが着座面に着座した状態となって固定
される。
【００１１】
【００１２】
【００１３】
　請求項２のクランプ装置は、請求項１の発明において、前記着座面に開口された着座セ
ンサ用加圧エア噴出孔を設けたことを特徴としている。ワークが着座面に着座し固定され
たことが検知される。
【００１４】
【００１５】
【００１６】
　請求項３のクランプ装置は、請求項１又は２の発明において、前記グリップ部材は、前
記ワーク搭載面を形成する環状鍔部と、この環状鍔部から外側へ延びるグリップ爪部と、
この環状鍔部に対してグリップ爪部と反対側に形成された基端鍔部とを備え、グリップ部
材は周方向に等間隔の複数位置で分割された複数のグリップ分割体からなることを特徴と
している。
【００１７】
　請求項４のクランプ装置は、請求項３の発明において、前記グリップ部材の環状鍔部の
外周面に摺接して、前記グリップ部材とクランプロッドの軸心を前記流体圧シリンダの軸
心に一致させるように、グリップ部材を前記軸心と直交方向へ弾性付勢する弾性材料製の
スクレーパを設けたことを特徴としている。
【００１８】
【００１９】
　請求項５のクランプ装置は、請求項３の発明において、前記流体圧シリンダは、クラン
プ時には前記クランプロッドを退入方向へ駆動し且つクランプ解除時にはクランプロッド
を進出方向へ駆動するように構成され、前記クランプ解除時に前記グリップ部材の複数の
グリップ分割体をクランプロッドに接近させた縮径状態に集合させる縮径機構を設けたこ
とを特徴としている。
【００２０】
　請求項６のクランプ装置は、請求項５の発明において、前記縮径機構は、前記グリップ
部材の基端部に下方程小径化するように形成されたテーパ面と、このテーパ面に下方から
係合可能にクランプロッドに形成され且つ上方程大径化したテーパ係合部とを備えたこと
を特徴としている。
【発明の効果】
【００２１】
　請求項１の発明によれば、グリップ部材とクランプロッドと流体圧シリンダとを有する
クランプ装置に、上部本体部材及び下部本体部材と、この上部本体部材に形成された着座
面とを設け、グリップ部材が進出位置にあるときに着座面よりも進出側の位置でワークを
受け止め可能なワーク搭載面をグリップ部材に形成したため、クランプ対象のワークを投
入後クランプ前に、ワークをワーク搭載面で支持することができ、ワークをクランプし固
定するときにワークを着座面に着座させることができる。
【００２２】
【００２３】
　そして、前記グリップ部材とクランプロッドは前記流体圧シリンダの軸心と直交方向へ
一体的に移動可能に形成されたため、ワークの穴の製作誤差により穴の位置が僅かにズレ
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ている場合にも、グリップ部材とクランプロッドは前記軸心と直交方向への移動を介して
クランプすることができる。
【００２４】
　また、前記グリップ部材の退入側におけるクランプロッドの外周外側に、前記軸心と直
交方向へ動かない環状部をクランプロッドが前記軸心と直交方向へ移動可能な隙間を空け
て設けるとともに、前記環状部とクランプロッド間に装着されて、前記グリップ部材とク
ランプロッドの軸心を前記流体圧シリンダの軸心に一致させるように、クランプロッドを
前記軸心と直交方向へ弾性付勢する弾性リング部材を設けたので、アンクランプ状態にし
たとき、弾性リング部材により、グリップ部材とクランプロッドの軸心を流体圧シリンダ
の軸心に一致させるように弾性付勢され、グリップ部材とクランプロッドは前記両軸心が
一致する原位置に自動的に復帰する。そのため、グリップ部材とクランプロッドを手動操
作により原位置に復帰させるという煩雑な作業を行う必要がない。
　さらに、グリップ部材とクランプロッドの軸心を流体圧シリンダの軸心に一致させるよ
うに、グリップ部材とクランプロッドを弾性付勢する、簡単な構成の弾性付勢手段を実現
できる。
【００２５】
　請求項２の発明によれば、前記着座面に開口された着座センサ用加圧エア噴出孔を設け
たので、ワークをクランプし固定するときにワークを着座面に着座させ、正規のクランプ
状態に固定したときに、ワークが着座面に着座し固定されたことを確実に検知できる。
【００２６】
【００２７】
　請求項３の発明によれば、前記グリップ部材は、ワーク搭載面を形成する環状鍔部と、
この環状鍔部から外側へ延びるグリップ爪部と、この環状鍔部に対してグリップ爪部と反
対側に形成された基端鍔部とを備え、グリップ部材は周方向に等間隔の複数位置で分割さ
れた複数のグリップ分割体からなるので、クランプ時にはグリップ部材が拡径し易く、ま
た、クランプ解除時にはグリップ部材が縮径し易い。
【００２８】
　請求項４の発明によれば、前記グリップ部材の環状鍔部の外周面に摺接して、前記グリ
ップ部材とクランプロッドの軸心を前記流体圧シリンダの軸心に一致させるように、グリ
ップ部材を前記軸心と直交方向へ弾性付勢する弾性材料製のスクレーパを設けたので、ス
クレーパを弾性付勢手段に兼用し、簡単な構成の弾性付勢手段を実現できる。
【００２９】
【００３０】
　請求項５の発明によれば、前記流体圧シリンダは、クランプ時にはクランプロッドを退
入方向へ駆動し且つクランプ解除時にはクランプロッドを進出方向へ駆動するように構成
され、クランプ解除時にグリップ部材の複数のグリップ分割体をクランプロッドに接近さ
せた縮径状態に集合させる縮径機構を設けたので、クランプ解除時に複数のグリップ分割
体を確実に縮径させることができる。
【００３１】
　請求項６の発明によれば、前記縮径機構は、グリップ部材の基端部に下方程小径化する
ように形成されたテーパ面と、このテーパ面に下方から係合可能にクランプロッドに形成
され且つ上方程大径化したテーパ係合部とを備えたので、グリップ部材のテーパ面とクラ
ンプロッドのテーパ係合部との案内作用によりグリップ部材の基端部にクランプロッドか
ら縮径させる力が働き、クランプ解除時に複数のグリップ分割体を確実に縮径させること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】本発明の実施例に係るクランプ装置の平面図である。
【図２】図１のクランプ装置（ワーク投入状態）の縦断面図である。
【図３】図１のクランプ装置（クランプ状態）の部分縦断面図である。
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【図４】図１のクランプ装置の部分縦断面図である。
【図５】図１のクランプ装置（クランプ不良状態）の部分縦断面図である。
【図６】図５のクランプ装置のクランプ不良検出機構の要部拡大縦断面図である。
【図７】図５のクランプ装置のクランプ不良検出機構を機能させないようにした状態の要
部拡大縦断面図である。
【図８】ワークＷのグリップ動作とクランプ動作の関係を表す図である。
【図９】実施例２に係る図４相当図である。
【図１０】実施例３に係る図４相当図である。
【図１１】実施例４に係る図４相当図である。
【図１２】実施例５に係る図４相当図である。
【図１３】実施例６に係る図４相当図である。
【図１４】実施例７に係る図２相当図である。
【図１５】実施例７の縮径機構の部分拡大断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
　以下、本発明を実施するための形態について、実施例に基づいて説明する。
【実施例１】
【００３４】
　図１～図３に示すように、このクランプ装置Ｃは、本体部材１と、グリップ部材２と、
クランプロッド３と、グリップ部材２とクランプロッド３を軸心方向（上下方向）に駆動
可能な油圧シリンダ４と、環状受圧部材５とを備えている。前記本体部材１は、上部本体
部材１１と下部本体部材１２と基部本体部材１３とで構成されている。
【００３５】
　上部本体部材１１は平面視にてほぼ長円形であり、この上部本体部材１１は４つのボル
ト穴１４に挿入される４つのボルトで基部本体部材１３に固定される。下部本体部材１２
はシリンダ穴４１を形成する筒状部材であり、この下部本体部材１２の上端部が上部本体
部材１１の下面側の凹部１５に嵌合され、４つのボルト１６により上部本体部材１１に固
定されている。
【００３６】
　図１～図３に示すように、前記グリップ部材２は、上部本体部材１１の中心部分の開口
穴１７を上下に貫通するように配設されている。上部本体部材１１の上面には、グリップ
部材２を囲む４つの円弧状の着座面１８が形成され、ワークＷをクランプした状態では、
これら着座面１８にワークＷを着座させることができる。上部本体部材１１の上面には、
加圧エアのエアブローが流れる４つの凹溝１９が十文字状に形成されている。４つの着座
面１８と４つの凹溝１９を除き、上部本体部材１１の上面は、緩い傾斜角の部分円錐面に
形成されている。
【００３７】
　略環状のグリップ部材２はワークＷの穴Ｈに挿入されて穴Ｈの内周面をグリップ可能な
ものである。このグリップ部材２は、ロッド挿通孔２１と、グリップ部材２が進出位置（
上限位置）にあるときに着座面１８よりも進出側（上側）の位置でワークＷを受け止め可
能なワーク搭載面２２と、このワーク搭載面２２を形成する環状鍔部２３と、この環状鍔
部２３から外側へ延びるグリップ爪部２４と、この環状鍔部２３に対してグリップ爪部２
４と反対側に形成された基端鍔部２６と、環状鍔部２３と基端鍔部２６の間に形成された
環状溝２５とを備えている。グリップ部材２は、その環状鍔部２３、グリップ爪部２４、
環状溝２５、基端鍔部２６がスリット２７により周方向に４等分に分割された４つのグリ
ップ分割体２ｂからなる。
【００３８】
　グリップ部材２は金属部材で構成され、グリップ部材２において各グリップ分割体２ｂ
のグリップ爪部２４の外周面には、ワークＷの穴Ｈの内周面をグリップし易くする３段の
歯２４ａが形成されている。



(7) JP 5327963 B2 2013.10.30

10

20

30

40

50

　グリップ部材２には、クランプロッド３を挿通させるロッド挿通孔２１が形成され、こ
のロッド挿通孔２１のうちのグリップ爪部対応部分は、クランプロッド３のテーパ軸部３
１が密着状に係合するテーパ孔部２１ａに形成されている。
【００３９】
　図１～図３に示すように、上部本体部材１１の開口穴１７にはグリップ部材２の環状鍔
部２３の外周面に摺接するゴムや合成樹脂等の弾性材料製のスクレーパ２８が装着されて
いる。グリップ部材２の環状溝２５には分割されたグリップ爪部２４と環状鍔部２３を縮
径方向へ付勢するＯリング２９が装着されている。
　グリップ部材２の基端鍔部２６は、上部本体部材１１の円形凹部６に収容され、円形凹
部６の上壁部と環状受圧部材５の水平板部６２との間に挟着されている。グリップ部材２
は、環状受圧部材５と一体的に昇降可能であると共に、円形凹部６の外周部の環状隙間７
とスクレーパ２８の弾性変形を介して、油圧シリンダ４の軸心と直交する水平方向へ移動
可能に装着されている。
【００４０】
　クランプロッド３は、テーパ軸部３１と、このテーパ軸部３１の下端に連なる小径ロッ
ド部３２と、この小径ロッド部３２の下端に連なる大径ロッド部３３と、この大径ロッド
部３３の下端に連なる大径鍔部３４とを一体形成したものである。テーパ軸部３１と小径
ロッド部３２とがグリップ部材２のロッド挿通孔２１に挿通されている。上記テーパ軸部
３１は、上方程大径化するようにクランプロッド３の上端部分に形成され、テーパ軸部３
１がグリップ部材２のテーパ孔部２１ａに内嵌係合している。
【００４１】
　図１～図３に示すように、前記油圧シリンダ４は、グリップ部材２とクランプロッド３
とを軸心方向へ進退駆動する為のものである。この油圧シリンダ４は、下部本体部材１２
と基部本体部材１３とで形成された立向きのシリンダ穴４１と、このシリンダ穴４１に装
着されたピストン部材４２と、このピストン部材４２と一体でそのピストン部４３から上
方へ延びる筒状ピストンロッド４４と、ピストン部４３の上側のクランプ用油室４５及び
ピストン部４３の下側のアンクランプ用油室４６とを備えている。
【００４２】
　シリンダ穴４１の底面は基部本体部材１３で塞がれ、シリンダ穴４１の下端近傍部の環
状溝には、ピストン部材４２の下方移動を規制するストップリング４７が装着されている
。ピストン部材４２はストップリング４７で受け止められて下限位置になる。ピストン部
材４２には中央孔が形成され、この中央孔は、筒状ピストンロッド４４に形成された上部
の小径孔４８と中段部の中径孔４９と下部の大径孔５０とで構成されている。この大径孔
５０には封鎖部材５１が装着され、ストップリング５１ａで抜け止めされている。
【００４３】
　前記クランプロッド３の大径ロッド部３３が小径孔４８内に位置し、大径鍔部３４が中
径孔４９内に位置している。大径ロッド部３３と小径孔４８の内周面との間には約２ｍｍ
の環状隙間３５が形成され、大径ロッド部３３の外周の環状溝に太いＯリング５２（弾性
リング部材）が装着され、このＯリング５２は大径ロッド部３３と筒状ピストンロッド４
４の間に僅かに圧縮させた状態に装着されている。
【００４４】
　大径鍔部３４の厚さは中径孔４９の厚さとほぼ等しい。大径鍔部３４の外周面と中径孔
４９の内周面との間には僅かな隙間が形成されている。それ故、クランプロッド３は、ピ
ストン部材４２と一体的に昇降移動するが、ピストン部材４２に対して相対的に軸心と直
交する水平方向へ移動可能になっている。グリップ部材２はクランプロッド３と一体的に
上記軸心と直交する水平方向へ移動可能である。ここで、スクレーパ２８とＯリング５２
が、グリップ部材２とクランプロッド３の軸心を油圧シリンダ４の軸心に一致させるよう
に、グリップ部材２とクランプロッド３を弾性付勢する「弾性付勢手段」に相当する。
【００４５】
　図１～図３に示すように、環状受圧部材５は、受圧筒部６１と、この受圧筒部６１の上
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端に連なる水平板部６２とを有し、この水平板部６２の上面にグリップ部材２の基端鍔部
２６が載置されてグリップ部材２の基端面が支持されている。ここで、筒状ピストンロッ
ド４４と受圧筒部６１が「環状部」に相当する。水平板部６２の中心部の円形穴６３に、
クランプロッド３の大径ロッド部３３が遊嵌状に挿通しており、水平板部６２の外周部に
は、受圧筒部６１よりも僅かに大径の係止鍔６２ａが形成されている。下部本体部材１２
には、シリンダ穴４１の上端に連なるシリンダ穴４１より小径の上部シリンダ穴６４が形
成されている。
【００４６】
　上部本体部材１１には、上部シリンダ穴６４の上端に連なる収容穴６５が形成されてい
る。この収容穴６５の厚さは水平板部６２の厚さよりも例えば 1.2～ 2.0ｍｍ位大きい。
  環状受圧部材５の受圧筒部６１は、上部シリンダ穴６４の内周面と筒状ピストンロッド
４４の間の環状穴に油密に且つ上下方向に摺動自在に装着され、水平板部６２は、収容穴
６５に上下方向に摺動自在に装着されている。尚、油室からの油圧の油のリークを防止す
る為の複数のシール部材（符号省略）が設けられている。
【００４７】
　上記環状受圧部材５の受圧筒部６１の下端は、クランプ用油圧室４５に臨んでその油圧
を受圧する。クランプ用油室４５は、油路６６～６９を介して油圧供給源に接続され、油
路６９の油圧を検出する油圧検出センサ７０も設けられる。アンクランプ用油室４６は、
油路７１，７２を介して油圧供給源に接続され、油路７２の油圧を検出する油圧検出セン
サ７３も設けられる。環状受圧部材５は、グリップ部材２のワーク搭載面２２が着座面１
８よりも外側（上方）へ進出した位置になる第１位置と、ワーク搭載面２２が着座面１８
より後退（下降）した位置となる第２位置とに亙って軸心方向に所定ストローク移動可能
になっている。
【００４８】
　図１～図４に示すように、ワークＷをクランプした状態で、ワークＷの下面が着座面１
８に密着したことを検出する着座センサ８０が設けられている。この着座センサ８０は、
着座面１８に開口された加圧エア噴出孔８１と、この加圧エア噴出孔８１に連通するよう
に上部本体部材１１内に形成されたエア通路８２及び基部本体部材１３内に形成されたエ
ア通路８３と、このエア通路８３に加圧エアを供給する加圧エア供給源と、エア通路８３
内の加圧エアの圧力が所定値に以上に昇圧したことを検出する圧力スイッチ８４などで構
成されている。
【００４９】
　図１に示すように、エア通路８２と同様のエア通路９０が上部本体部材１１に形成され
、そのエア通路９０から円形凹部６と環状隙間２５に加圧エアが供給され、その加圧エア
がグリップ部材２の４つのスリット２７から４つの着座面１８の方へ流れ、４つの着座面
１８をエアブローし、これら着座面１８をクリーンにする。
【００５０】
　次に、クランプ不良を検出する為のクランプ不良検出機構１００について説明する。
　図４～図６に示すように、前記エア通路８２の下方において下部本体部材１２の上端部
に浅い円形凹部１０１が形成されると共に上部本体部材１１の下面には円形凹部１０１に
対向する非常に浅い円形凹部１０１ａが形成されている。この円形凹部１０１，１０１ａ
にエア通路１０４を開閉する円形の弁板１０２（弁部材）が装着され、この弁板１０２の
下面側には弁板１０２を上方へエア通路１０４を閉じる位置に付勢するＯリング１０３（
弁付勢部材）が装着されている。前記エア通路８２から延びるエア通路１０４が形成され
、弁板１０２の上面側に加圧エアが供給されている。
【００５１】
　円形凹部１０１ａを形成したので、環状受圧部材５が下限位置まで下降したときには、
環状受圧部材５の係止鍔６２ａが弁板１０２に当接して弁板１０２を下方にエア通路１０
４を開ける位置に押動するようになっている（図６参照）。環状受圧部材５が下限位置ま
で下降しない状態では、エア通路１０４の下端が弁板１０２とＯリング１０３を含む弁機
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構１０５によって閉じられているため、着座センサ８０が正常に作動する。しかし、後述
のようなクランプ不良により、環状受圧部材５が最大限下降して係止鍔６２ａが弁板１０
２を下方へ押した場合には、弁機構１０５が開弁して、エア通路１０４の加圧エアが収容
穴６へリークし、収容穴６から開口穴１７へリークするため、エア通路８２，１０４のエ
ア圧が上昇しなくなる。
【００５２】
　こうして、クランプ作動後にも着座センサ８０がワークＷの着座を検出しないことを検
知することで、後述のようにクランプ不良を検出することができる。
　尚、油圧供給源、加圧エア供給源、油圧検出センサ７０，７３及び圧力スイッチ８４は
図示外の制御ユニットに電気的に接続されており、その制御ユニットにより制御される。
【００５３】
　ここで、クランプ不良検出機構１００を機能させないようにしたい場合、図７に示すよ
うに、円形凹部１０１，１０１ａに弁板１０２とＯリング１０３を上下逆さまに装着すれ
ばよい。こうして、弁板１０２の上端が下部本体部材１２の円形凹部１０１よりも内側部
分の上端よりも下方に位置するため、環状受圧部材５が下限位置まで下降しても、環状受
圧部材５の係止鍔６２ａが弁板１０２に接触することがないため、Ｏリング１０３により
エア通路１０４が閉じられた状態に維持される。
【００５４】
　以上のクランプ装置Ｃの作用、効果について説明する。
　クランプ装置ＣによりワークＷを固定する場合、先ず最初に、クランプ用油室４５とア
ンクランプ用油室４６にほぼ同圧の油圧を供給する。すると、ピストン部材４２における
クランプ用油室４５の受圧面積よりもアンクランプ用油室４６の受圧面積の方が大きいた
め、図２に示すように、ピストン部材４２は上限位置まで上昇して停止状態となる。また
、環状受圧部材５はクランプ用油室４５の油圧を受圧するため上限位置を保持し、グリッ
プ部材２も上限位置を保持し、ワーク搭載面２２が着座面１８よりも僅かに高い位置を維
持する。
【００５５】
　この状態において、ワークＷを投入して、図２に示すように、ワークＷの穴Ｈにグリッ
プ部材２とクランプロッド３とを挿入し、ワークＷをワーク搭載面２２で支持する。この
ように、最初はワークＷを着座面１８よりも高い位置にあるワーク搭載面２２で支持し、
その後クランプ状態ではワークを着座面１８で支持するように構成したので、ワーク投入
時に着座面１８がワークＷで傷つけられることを防止でき、また、クランプ前から着座セ
ンサ８０が作動することがなく、ワークＷが着座面１８に着座し所期のクランプ力で固定
されたときに着座センサ８０が作動するようになるため、着座センサ８０の信頼性を高め
ることができる。
【００５６】
　次に、アンクランプ用油室４６の油圧をクランプ用油室４５の油圧よりも低い所定の油
圧に切換え、ピストン部材４２に下方向きのある程度強い所定の油圧力を作用させる。す
ると、クランプ用油室４５の油圧を受圧する環状受圧部材５は、前記と同様に上限位置を
保持し、グリップ部材２も上限位置を保持するが、ピストン部材４２には下方向きの油圧
力が作用し、ピストン部材４２が下方へ駆動されるため、グリップ部材２に対して相対的
に下方へ移動する。
【００５７】
　その結果、クランプロッド３のテーパ軸部３１によりグリップ部材２のグリップ爪部２
４が拡径駆動されて、ワークＷの穴Ｈの内周面に食いついて係合状態になる。この状態に
おいて、アンクランプ用油室４６の油圧をドレン圧まで低下させると、ピストン部材４２
には下方向きの大きな油圧力が作用し、グリップ部材２とクランプロッド３とは相対移動
不能であるため、図３に示すように、ピストン部材４２とグリップ部材２とクランプロッ
ド３と環状受圧部材５は一体的に下方へ駆動され、ワークＷが着座面１８に着座し、強く
押圧されたクランプ状態になって停止する。
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【００５８】
　このとき、図３に示すように、環状受圧部材５の係止鍔部６２ａと下部本体部材１２と
の間には隙間が残っているため、クランプ不良検出機構１００の弁機構１０５は閉弁状態
を維持する。それ故、着座センサ８０によりワークＷが所期のクランプ力でクランプされ
て着座面１８に着座したことを検出することができる。
【００５９】
　ここで、グリップ部材２がワークＷをグリップする（グリップ爪部２４がワークＷの穴
Ｈの内周面に食いつく）動作と、ワークＷをクランプする動作の関係について、図８に基
づいて詳しく説明する。図８において、クランプ用油室４５に供給された油圧をＰ１、ア
ンクランプ用油室４６に供給された油圧をＰ２として、ＦＩは油圧Ｐ１によってグリップ
部材２に働く上向きの力を示し、ＦＩＩは油圧Ｐ１及び油圧Ｐ２によりクランプロッド３
に働く下向きの力を示している。
【００６０】
　油圧Ｐ１は最初から一定に維持されるため、ＦＩはＦｃに維持されるが、ワークＷが載
置面１８に支持され、ワークＷの穴Ｈにグリップ部材２とクランプロッド３が挿入された
後、油圧Ｐ２を低下させるが、そのときにクランプロッド３に下向きに力ＦＩＩが加わり
、油圧Ｐ２の低下に伴って力ＦＩＩが上昇する。ここで、少なくともＦＩＩがＦｃよりも
低い状態では、グリップ部材２０がクランプロッド３によって下方へ引きずられることな
く、クランプロッド３からＦＩＩを受けて拡径する。
【００６１】
　そして、ＦＩＩがＦｃよりも大きくなると、グリップ部材２とクランプロッド３とが一
体に下降しクランプ動作が開始されるが、このときまでに、グリップ部材２から最大でＦ
ｃの力を受けて十分に拡径するため、グリップ部材２がワークＷを確実に挟持し、その状
態でクランプ動作を開始できるので、グリップ爪部２４がワークＷの穴Ｈの内周面に対し
相対的に下方へスリップすることを確実に防止してワークＷを確実にクランプできる。
【００６２】
　ところで、ワークＷが鋳造品で、その穴Ｈの直径が一定でなく、下方程大径化するよう
な穴Ｈである場合、また、ワークＷが硬い金属材料製である場合など、アンクランプ用油
室４６の油圧をドレン圧にして、ピストン部材４２等を下降駆動させ始めた時に、グリッ
プ爪部２４が穴Ｈの内周面に対し相対的に下方へスリップすることがある。
【００６３】
　この場合、図５，図６に示すように、ワークＷが着座面１８に着座するものの、環状受
圧部材５が下限位置まで下降するため、クランプ不良検出機構１００の弁機構が開弁状態
になり、エア通路８２，１０４のエア圧が上昇せず、着座センサ８０の圧力スイッチ８４
がオンしないため、ワークＷが正しくクランプされていないことを検知することができる
。この場合、ワークＷは不完全なクランプ状態になっており、十分なクランプ力が発生し
ていない。クランプ不良検出機構１００のエア供給系を着座センサ８０のエア供給系と共
通に構成したため、エア供給系が簡単になる。
【００６４】
　一方、縦向き姿勢のワークＷを横向き姿勢に配置したクランプ装置Ｃでクランプするよ
うな場合において、ワークＷを投入したときワークＷとワーク搭載面２２の間に隙間があ
る状態のまま、クランプ動作させた場合にも、ワークＷが着座面１８に着座するまでに移
動するグリップ部材２の移動量が大きくなって、前記と同様に、クランプ不良検出機構１
００の弁機構１０５が開弁状態になるから、前記と同様に、着座センサ８０を介してクラ
ンプの不良を検知することができる。尚、ワーク搭載面２２とワークＷとの間に異物が挟
まっている状態のままクランプした場合にも、前記同様にクランプ不良を検知することが
できる。
【００６５】
　複数のクランプ装置ＣでワークＷをクランプするような場合、個々のワークＷの製作誤
差によりワークＷの穴Ｈの中心の位置が僅かにズレている場合には、クランプロッド３と
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グリップ部材２を穴Ｈに挿入したとき、又はクランプしたとき、スクレーパ２８とＯリン
グ５２の弾性変形を介して、クランプロッド３とグリップ部材２の軸心が、油圧シリンダ
４の軸心からズレることなる。
【００６６】
　しかし、ワークＷの機械加工後に、クランプ装置Ｃをアンクランプ状態に復帰させると
、スクレーパ２８とＯリング５２の弾性力により、クランプロッド３とグリップ部材２の
軸心が、油圧シリンダ４の軸心と一致するように自動的に復帰する。この場合、クランプ
ロッド３に上下２箇所で弾性力を付与して復帰させるため、クランプロッド３をガタなく
スムーズに復帰させることが可能になり、それ故、アンクランプ状態になる毎に、それら
両軸心を一致させる復帰作業を手動操作で行う必要がないので、ワークをクランプする作
業の作業能率を高めることができる。しかも、Ｏリング５２により、クランプロッド３の
大径鍔部３４と筒状ピストンロッド４４の中径孔４９との摺動部分に切粉等の異物が侵入
することを確実に防いで、クランプロッド３の軸心方向と直交する方向へ円滑なスライド
移動を確実に確保できる。
【００６７】
　ところで、グリップ部材２を交換する場合には次のようにして行うことができる。先ず
、下部本体部材１２と基部本体部材１３にボルト締結されている上部本体部材１１を取り
外す。この場合、上部本体部材１１を上方へ移動させて取り外すが、このとき、上部本体
部材１１に装着されたスクレーパ２８はグリップ部材２の歯２４ａよりも径方向外側に位
置するため、その歯２４ａがスクレーパ２８を傷つけることなく行うことができる。
【００６８】
　そして、上部本体部材１１を取り外すと、グリップ部材２は完全に４分割されたもので
あるため、グリップ部材の各分割部をクランプロッド３と干渉させずに容易に取外すこと
ができる。新たなグリップ部材２を装着する場合には、前記逆の作業で行うことができる
が、特に、上部本体部材１１を取り付ける場合にも、上部本体部材１１に装着されたスク
レーパ２８は新たに装着されたグリップ部材２の歯２４ａよりも径方向外側に位置するた
め、その歯２４ａがスクレーパ２８を傷つけることなく行うことができる。
【実施例２】
【００６９】
　本実施例では前記クランプ装置Ｃと同様の構成に同一符号を付して説明を省略し、異な
る構成についてのみ説明する。ワークＷの穴Ｈの周囲にリブが形成されているような場合
には、ワークの下面が平面になっていないので、クランプしたときに、着座面１８の加圧
エア噴出孔８１がワークＷの下面で封鎖されるとは限らない。このような場合、着座セン
サ８０の機能を生かしておくと、クランプ状態になっても着座センサ８０により着座が検
出されないことなる。
【００７０】
　そこで、図９に示すように、このクランプ装置ＣＡにおいては、エア通路８２のうち下
流部分以外の部分が下流部分よりも大径のエア通路８２ａに形成され、この大径のエア通
路８２ａの奥端部分に例えばゴムや合成樹脂製の栓部材１１０を嵌入することにより、必
要に応じて、着座センサ８０の機能を停止させるように構成してある。但し、クランプ不
良検出機構１００へは加圧エアを供給可能にしておく。尚、ワークの種類が変わった場合
など必要に応じて、上記の栓部材１１０を取り外すことができる。
【実施例３】
【００７１】
　本実施例では前記クランプ装置Ｃと同様の構成に同一符号を付して説明を省略し、異な
る構成についてのみ説明する。このクランプ装置ＣＢには、前記クランプ不良検出機構１
００とは異なる構成のクランプ不良検出機構１００Ａを設けてある。図１０に示すように
、このクランプ装置ＣＢにおいては、前記弁機構１０５が省略され、下部本体部材１２の
上端部には、環状受圧部材５の係止鍔６２ａに対向する部分に開口する加圧エア噴出孔１
２０と、この加圧エア噴出孔１２０に接続されたエア通路１２１とが形成されている。
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【００７２】
　上部本体部材１１には着座センサ８０の為の前記エア通路８２とは異なるエア通路１２
２，１２３であってエア通路１２１に接続されたエア通路１２２，１２３が形成されてい
る。基部本体部材１３にはエア通路１２３に接続されたエア通路１２４が形成され、この
エア通路１２４は加圧エア供給源に接続され、エア通路１２４内の加圧エアのエア圧が所
定値以上になったことを検出する圧力スイッチ１２５も設けられる。
【００７３】
　クランプ不良により、環状受圧部材５が下限位置まで下降したとき、係止鍔６２ａによ
り加圧エア噴出孔１２０が閉じられるため、その加圧エアの圧力上昇を圧力スイッチ１２
５によって検出し、クランプ不良を検知することができる。前記弁機構１０５を省略した
ため、簡単な構成のクランプ不良検出機構１００Ａとなる。
【実施例４】
【００７４】
　本実施例では前記実施例のクランプ装置Ｃと同様の構成に同一符号を付して説明を省略
し、異なる構成についてのみ説明する。このクランプ装置ＣＣでは、クランプ不良検出機
構１００とは異なる構成のクランプ不良検出機構１００Ｂを設けてある。図１１に示すよ
うに、このクランプ装置ＣＣにおいては、前記弁機構１０５が省略され、上部本体部材１
１には、円形凹部６の周壁部の下端部に形成された加圧エア噴出孔１３０と、エア通路１
３１，１３２とが形成されている。
【００７５】
　基部本体部材１３にはエア通路１３２に接続されたエア通路１３３が形成され、このエ
ア通路１３３は加圧エア供給源に接続され、エア通路１３３内の加圧エアのエア圧が所定
値以上になったことを検出する圧力スイッチ１３４も設けられる。クランプ不良により、
環状受圧部材５が下限位置まで下降したとき、係止鍔６２ａにより加圧エア噴出孔１３０
が閉じられるため、その加圧エアの圧力上昇を圧力スイッチ１３４によって検出し、クラ
ンプ不良を検知することができる。前記弁機構１０５を省略したため、簡単な構成のクラ
ンプ不良検出機構１００Ｂとなる。
【実施例５】
【００７６】
　本実施例では前記実施例のクランプ装置Ｃと同様の構成に同一符号を付して説明を省略
し、異なる構成についてのみ説明する。このクランプ装置ＣＤでは、クランプ不良検出機
構１００とは異なる構成のクランプ不良検出機構１００Ｄを設けてある。図１２に示すよ
うに、このクランプ不良検出機構１００Ｄでは、弁機構１０５Ｄは、エア通路１０４を開
閉する弁部材１０２と、クランプ本体１の下部本体部材１２に可動に装着されたロッド状
の弁付勢部材１４０であって流体圧シリンダ４のクランプ用油室４５に供給された油圧を
受けてエア通路１０４を閉じる位置に弁部材１０２を付勢する弁付勢部材１４０を備え、
この弁部材１０２が環状受圧部材５の係止鍔６２ａで押動されて開弁操作されるようにな
っている。弁部材１０２は実施例１と同様のものである。
【００７７】
　下部本体部材１２の円形凹部１０１の下側部分に上下貫通状の貫通孔１４１が形成され
、この貫通孔１４１に弁付勢部材１４０が環状シールでシールされた状態で摺動自在に挿
通され、弁付勢部材１４０の上端部が弁部材１０２に当接し、弁付勢部材１４０の下端部
が貫通孔１４１の下端よりも上方に位置している。このクランプ装置ＣＤによれば、流体
圧シリンダ４に供給された油圧を弁部材１０２を付勢するのに有効利用して、クランプ不
良を確実に検知でき、しかも、弁機構１０５Ｄの耐久性を高めることができる。
【実施例６】
【００７８】
　本実施例では前記実施例のクランプ装置Ｃと同様の構成に同一符号を付して説明を省略
し、異なる構成についてのみ説明する。このクランプ装置ＣＥでは、クランプ不良検出機
構１００とは異なる構成のクランプ不良検出機構１００Ｅを設けてある。図１３に示すよ
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うに、このクランプ不良検出機構１００Ｅでは、弁機構１０５Ｅは、エア通路１０４を開
閉する弁部材１０２と、クランプ本体１の下部本体部材１２及び流体圧シリンダ２のピス
トン部４３に移動自在に挿通されたロッド状の弁付勢部材１４５であって流体圧シリンダ
２のクランプ用油室４５及びアンクランプ用油室４６に供給された油圧を受けてエア通路
１０４を閉じる位置に弁部材１０２を付勢する弁付勢部材１４５を備え、弁付勢部材１４
５が、ピストン部４３がクランプ方向限界位置まで移動した場合に、ピストン部４３に係
止されてエア通路１０４を開ける位置に弁部材１０２を移動させ得るように構成されてい
る。弁部材１０２は実施例１と同様のものである。
【００７９】
　下部本体部材１２の円形凹部１０１の下側部分に上下貫通状の大径貫通孔１４６ａが形
成され、ピストン部４３に大径貫通孔１４６ａと同軸で大径貫通孔１４６ａよりも小径の
小径貫通孔１４６ａが形成されている。弁付勢部材１４５は、上半部に形成された大径軸
状部１４５ａ、下半部に形成され大径軸状部１４５ａよりも小径の小径軸状部１４５ｂ、
小径軸状部１４５ｂの下端部に形成された係止鍔部１４５ｃを有する。
【００８０】
　大径軸状部１４５ａが大径貫通孔１４６ａに環状シールでシールされた状態で摺動自在
に挿通され、大径軸状部１４５ａの上端部が弁部材１０２に当接し、小径軸状部１４５ｂ
が小径貫通孔１４６ｂに環状シールでシールされた状態で摺動自在に挿通され、係止鍔部
１４５ｃはピストン部４３の下側に位置し、ピストン部４３がクランプ方向限界位置まで
移動した場合に、この係止鍔部１４５ｃがピストン部４３に係止されて、弁付勢部材１４
５が下方移動して弁部材１０２から離れ、そこで、弁部材１０２が自重やエア圧によって
下方へ移動して、エア通路１０４が開けられる。
【００８１】
　尚、弁部材１０２が環状受圧部材５の係止鍔６２ａで押動されて開弁操作されるように
も構成されているが、この構成について省略可能である。このクランプ装置ＣＥによれば
、流体圧シリンダ４に供給された油圧を弁部材１０２を付勢するのに有効利用して、クラ
ンプ不良を確実に検知でき、しかも、弁機構１０５Ｅの耐久性を高めることができる。
【００８２】
【００８３】
【実施例７】
【００８４】
　本実施例では前記実施例のクランプ装置Ｃと同様の構成に同一符号を付して説明を省略
し、異なる構成についてのみ説明する。このクランプ装置ＣＧでは、前記グリップ部材２
とは異なる構成のグリップ部材２Ｇと、前記クランプロッド３とは異なる構成のクランプ
ロッド３Ａを備えている。クランプ装置ＣＧをクランプ状態からアンクランプ状態に復帰
させる時、グリップ部材２Ｇの複数のグリップ分割体２ｄをクランプロッド３Ａに接近さ
せた縮径状態に集合させる縮径機構１７０が設けられている。
【００８５】
　図１４，図１５に示すように、グリップ部材２Ｇの基端部には、基端鍔部２６ａの内周
部から下方へ突出したテーパ筒部２６ｂが形成され、このテーパ筒部２６ｂの外周面が下
方程小径化するテーパ面２６ｃに形成されている。グリップ部材２Ｇは、前記グリップ部
材２と同様に４つのスリット２７により周方向に４等分に分割された４つのグリップ分割
体２ｄからなるので、テーパ筒部２６ｂも４つのスリット２７により周方向に４等分に分
割されている。
【００８６】
　クランプロッド３Ａの大径ロッド部３３の上端部には、図１４に示すように、クランプ
解除時にテーパ筒部２６ｂのテーパ面２６ｃに下方から係合するテーパ係合部３３ａが一
体形成されている。このテーパ係合部３３ａの内面も上方程大径化するテーパ面に形成さ
れているが、このテーパ面の鉛直方向に対する傾斜角は、テーパ面２６ｃの鉛直方向に対
する傾斜角よりも僅かに大きい。前記縮径機構１７０は、クランプロッド３Ａのテーパ係
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合部３３ａとテーパ筒部２６ｂのテーパ面２６ｃとで構成されている。
【００８７】
　ワークＷをクランプした状態で機械加工終了後、クランプ装置ＣＧをクランプ状態から
アンクランプ状態にする時、スクレーパ２８とＯリング５２の弾性力によりグリップ部材
２Ｇとクランプロッド３Ａの軸心が、油圧シリンダ４の軸心と一致するように水平方向に
移動すると共に、油圧シリンダ４によりクランプロッド３Ａが退入方向から進出方向（上
方）へ駆動される。このとき、クランプロッド３Ａのテーパ係合部３３ａがグリップ部材
２Ｇのテーパ筒部２６ｂのテーパ面２６ｃに下方から密着状に係合する。そのため、テー
パ係合部３３ａからテーパ筒部２６ｂにテーパ筒部２６ｂを縮径させる力が作用するため
、４つのグリップ分割体２ｄがクランプロッド３Ａに最大限接近するように縮径方向へ押
圧されて、グリップ部材２Ｇがクランプロッド３側へ最大限縮径する。
【００８８】
　このように、このクランプ装置ＣＧでは縮径機構１７０を設け、この縮径機構１７０は
、グリップ部材２Ｇの基端部のテーパ筒部２６ｂに下方程小径化するように形成されたテ
ーパ面２６ｃと、このテーパ面２６ｃに下方から係合可能にクランプロッド３Ａに形成さ
れ且つ上方程大径化したテーパ係合部３３ａとを有するため、クランプ解除時に４つのグ
リップ分割体２ｄがクランプロッド３Ａに最大限接近した縮径状態に集合するので、クラ
ンプ装置ＣＧがアンクランプ状態になる毎に、縮径機構１７０により４つのグリップ分割
体２ｄを確実に縮径させることができる。そのため、クランプ時にグリップ爪部２４がワ
ークの穴の内面に噛みついたような場合にも、クランプ解除時に確実にグリップ部材２Ｇ
を縮径させることでき、クランプ装置ＣＧによるワークのクランプを円滑に能率的に行う
ことができる。
【００８９】
　以上説明した実施例を部分的に変更する例について説明する。
１］図４に示したクランプ不良検出機構１００のエア通路１０４は、着座センサ８０の為
のエア通路８２に接続したが、図８，図９と同様に、エア通路１０４へはエア通路８２と
は別のエア通路から加圧エアを供給し、同様の圧力スイッチで検出してもよい。
２］油圧シリンダ４の代わりに、加圧エアで作動するエアシリンダを設けてもよい。
３］クランプ不良検出機構１００と着座センサ８０の一方を省略してもよい。
４］当業者ならば、前記実施例に種々の変更を付加した形態で実施可能であり、本発明は
そのような変更形態をも包含するものである。
【産業上の利用可能性】
【００９０】
　本発明は、ワークの穴にグリップ部材のグリップ爪を係合させて着座面の方へ引き付け
ることでワークをクランプするクランプ装置に利用することができる。
【符号の説明】
【００９１】
Ｗ　　　　　　ワーク
Ｈ　　　　　　穴
Ｃ，ＣＡ，ＣＢ，ＣＣ　　　クランプ装置
ＣＤ，ＣＥ，ＣＧ　　クランプ装置
１　　　　　　本体部材
２，２Ｇ　グリップ部材
２ｂ，２ｄ　　グリップ分割体
３，３Ａ　　　クランプロッド
４　　　　　　油圧シリンダ
５　　　　　　環状受圧部材
１８　　　　　着座面
２２　　　　　ワーク搭載面
２３　　　　　環状鍔部
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２４　　　　　グリップ爪部
２６，２６ａ　基端鍔部
２６ｂ　　　　テーパ筒部
２６ｃ　　　　テーパ面
２８　　　　　スクレーパ
３１　　　　　テーパ軸部
３３ａ　　　　テーパ係合部
４１　　　　　シリンダ穴
４２　　　　　ピストン部材
４４　　　　　筒状ピストンロッド
４５　　　　　クランプ用油室
４６　　　　　アンクランプ用油室
５２　　　　　Ｏリング
８０　　　　　着座センサ
８１　　　　　加圧エア噴出孔
１７０　　　　縮径機構

【図１】
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